
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

現状お借入れ先の登記抹消費用 

仮抵当権の設定費用・完済後の抹消費用は当組合負担！！ 

通常、お借換えの手続きをすると最低限、次の税金等が自己負担で必要になります。（残債 2,000 万円の場合） 

（１）お借入れ先の抵当権抹消費用            ２，０００円 

（２）新規お借入れ先の抵当権設定費用           ８０，０００円 

（３）完 済 後 の 抹 消 費 用            ２，０００円 

（４）新 規 お 借 入 れ 時 の 保 証 料 １７０，４００円～７９９，２００円 （当組合が指定する保証会社を利用した場合です） 

最大で８８３，２００円が必要です。これにプラスして司法書士への報酬費用が発生します。不動産の所有状況によっては、負担が増大する場合もあります。 

（１）～（３）は当組合で全額負担いたします！！！ 

試算例 年 3.50％ 年 1.95％（変動金利型） 年 1.96％(期間固定型) 

毎 月 返 済 額 107,232 円 96,181 円 96,250 円 

ボーナス加算額 215,648 円 193,033 円 193,174 円 

総 返 済 額 25,771,200 円 23,103,570 円 23,118,290 円 

 

毎月返済額ボーナス加算額が見直されお借換えの効果は、 

最大 260 万円お得になります！ 

金利変動がない場合の金額及び試算となります。 

（４）保証料はかかりません！！！ 

（例）お借入残債２，０００万円（内ボーナス５００万円） 残年数１５年（１８０回）の場合 

https://www.shoubou.co.jp 

消防しんくみ マイホーム借換えローン  検索 



ローン概要説明書 
2022年 4 月 1日現在  

１．商品名 マイホーム借換えローン 

２．ご利用いただける方 以下のすべての条件を満たす個人の組合員様 
・当組合の組合員（出資証券を保有している方） 
・満２０歳以上で勤続１年以上の方 

３．資金使途 他金融機関ローンの借換え資金 

４．お借入金額 １万円～２，３００万円以内（１万円単位） 
ただし、各種償還表及び返済予定表の金額の範囲内とします。 

５．お借入期間 １年以上３５年以内 

６．お借入金利 ・変動金利方式でのお取扱いとなります。 
・お借入金利は、契約日の金利が適用されます。 
＜変動金利＞ 
借入後の金利は、店頭基準金利（市場金利を勘案し決定される当組合所定の金利）の変更に伴い、その変更幅は同じだけ引
き下げまたは、引き上げられます。お借入後の利率の見直しは、毎年４月及び１０月で見直し月の翌月から新しい金利での
返済額になります。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により金利見直し時期以外にも変更を実施する場合があり
ます。 
＜期間固定型＞ 
・選択した期間固定適用中は固定金利となります。 
・期間固定終了後は、変動金利型、期間固定型のいずれかを選択していただきます。お申し出がない場合には変動金利型へ
移行します。 

７．お申込に必要な書類等 ・直近の給与明細（写）                             
・前年の源泉徴収票（写）                
・東京都職員共済組合償還表（写） 
・他金融機関の返済予定表（写） 
・当組合届出印                       
・土地及び建物の全部事項証明書 
（実費負担で当組合でも取得可能です） 
・その他当組合が必要とする書類 

８．返済方法 ・元利均等返済、または元金均等返済 
＜元利均等返済＞ 元金と利息の合計額を調整し、返済額が返済期間中同額になるようにする返済方法です。 
＜元金均等返済＞ 毎月決まった元金に利息を加えた合計額を毎月返済額にする返済方法です。返済額は毎月変動します。 

・「毎月返済」と「ボーナス併用返済」からお選びいただけます。「ボーナス併用返済」は、６ヶ月ごとの毎年１月及び７月の約
定返済日になります。 

・約定返済日は、毎月１５日とさせていただきます。なお、約定返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝祭日」、「国民の休日」の場
合には翌営業日といたします。 

９．連帯保証人 原則不要です。 
ただし、当組合のご利用中の無担保残債と、今回のご希望額を合算して２０１万円以上の場合は、連帯保証人（配偶者・保証 
能力のある親族または組合員）を１名立てていただきます。 

10．手数料 一部繰上返済手数料、一括返済手数料、各種変更手数料、事務手数料等は、現在かかりません。 

11．担保 不要です。 
ただし、ご希望金額が１，００１万円以上の場合は、原則ローンの対象になっている不動産に「抵当権設定仮登記」が必要に
なります。仮登記の費用は、当組合で負担いたします。 

12．物上保証人 原則不要です。 
ただし、ご希望金額が１，００１万円以上で、かつ連帯保証人以外に物件所有者がいる場合には、所有者全員が物上保証人と
してご協力いただきます。 

13.団体信用生命保険 ・金額の如何に拘わらず加入申請が可能となります。その加入申請に基づき、保険会社による加入審査が実施されます。 
なお、加入可能となった場合の保険料は、当組合で負担いたします。 

・審査後加入謝絶となった場合であっても融資実行は可能です。その際は、団体信用生命保険での保障は対象外になります。 

14．繰上返済等 繰上返済を実施する場合には、「繰上返済依頼書（兼口座振替依頼書）」の提出が必要となります。 
15．苦情処理措置 

及び紛争解決措置 
・苦情処理措置 

ご契約内容や商品に関する相談、苦情、お問い合わせは、お取引先店舗または下記の窓口をご利用ください。 

【東京消防信用組合 総務部総務課】 
 住 所：東京都千代田区大手町１－３－５（東京消防庁内） 
 電 話：０３－３２１２－４０５０ 

 受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土日及び金融機関の休日を除く） 
 なお、苦情手続きについては、別途リーフレットをお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧ください。 
また苦情等のお申出は当組合のほか下記の機関でも受付しています。詳細は、当組合総務部総務課へご相談下さい。 

名  称 
東京地区しんくみ苦情等相談所 
（一般社団法人 東京都信用組合協会） 

しんくみ相談所 
（一般社団法人 全国信用組合中央協会） 

住  所 
〒104-0031 
東京都中央区京橋 1-9-5（全国信用組合会館内） 

〒104-0031 
東京都中央区京橋 1-9-5（全国信用組合会館内） 

電話番号 03-3567-6211 03-3567-2456 

受付時間 
月～金（祝日及び金融機関休業日を除く） 
9：00～12：00、13：00～17：00 

月～金（祝日及び当協会の休業日を除く） 
9：00～17：00 

・紛争解決措置 
名  称 東京弁護士会紛争解決センター 第一東京弁護士会仲裁センター 第二東京弁護士会仲裁センター 

住  所 
〒100-0013 
東京都千代田区霞が関 1-1-3 

〒100-0013 
東京都千代田区霞が関 1-1-3 

〒100-0013 
東京都千代田区霞が関 1-1-3 

電話番号 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249 

受付時間 
月～金（除 祝日、年末年始） 
9：30～12：00、13：00～15：00 

月～金（除 祝日、年末年始） 
10：00～12：00、13：00～16：00 

月～金（除 祝日、年末年始） 
9：30～12：00、13：00～17：00 

 上記センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合総務部総務課または「しんくみ相談所」へお申出下さい。ま

た、組合員様が直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。 
16．その他 ・お借入金額に応じた印紙税が必要になります。 

・お申込みに関しては、当組合所定の審査が必要になります。審査結果によっては、ご希望にそいかねる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。また、金額の如何に係らず仮抵当権の設定をさせていただく場合がございます。 

・退職時に融資残高がある場合は、原則退職金で全額ご清算していただきます。 

・金利及び返済額については、店頭、お電話または当組合ホームページでご確認ください。 
・概要説明書は、店頭、または当組合ホームページでもご確認いただけます。 
 ＜東京消防信用組合ホームページ＞ https://www.shoubou.co.jp/  


